
第７回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会 大会概要

大 会 名 称 第７回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会 

大 会 日 程 ２０２４年 １月２８日（日） 

開 催 場 所 
高崎アリーナ 
〒３７０－０８４６ 群馬県高崎市下和田町四丁目１番１８号 

主 催 一般社団法人日本マーチングバンド協会 

特 別 協 賛 株式会社フォトクリエイト・株式会社ヤマハミュージックジャパン 

趣 旨 

近年、日本の吹奏楽・マーチングバンドの発展には目を見張るものが

あります。 

一方、少子化問題をはじめとする、青少年を取り巻く環境は、学校生

活、特に課外活動に対し大きな制約を与えております。この様な状況に

おいて当協会がマーチングバンドの活動に新たな発想を取り入れて、よ

り活発に、そして楽しく活動に取り組めるようにすることにより青少年

に情操教育の場を提供していくことが当協会の社会に対する責務と考え

ます。 

このカラーガード・マーチングパーカッション全国大会は、この責務

の実現に向けてマーチングバンドの特徴的パートであるカラーガード・

マーチングパーカッションの技術向上を図ると共に、多くの皆様にカラ

ーガード・マーチングパーカッションの魅力をお伝えする機会を与える

大会と言えます。

当協会の活動目的は「体育教育の意義」及び「音楽教育の意義」にあ

り、この二つの要素を併せ持つこの活動は、正に「スポーツ芸術」の真

髄であると考えます。そして、一人ひとりを生かしつつ、集団としての

統一美を要求することにより自他の尊重、連帯、忍耐、協力、公正など

人と関わる力も養われるこの事業こそ、当協会の目的を成就し、日本の

「スポーツ芸術」の発展に寄与する大会であると確信する次第です。 
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日 程 

〔１〕 大会日程（予定） 

○１月２８日(日)

10:00 10:30  19:00 

※参加団体数により時間が変動することがありますので予めご了承ください。

※感染症対策等、必要に応じて講じる場合があります。

開 

場 

開 

会 

式 

カラーガード

マーチングパーカッション

終 

了 
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20m

30m

正面演技ライン（赤ライン）

引率者・補助員席引率者・補助員席

8m

2.5m

音響ブース AC電源

10m

10m10m

第７回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会　演技フロアー図（予定）



（ＣＧ） 

カラーガードコンテスト実施規定 
１．参加資格 

（１）一般社団法人日本マーチングバンド協会に団体加盟登録していること。 

※大会参加は加盟登録名で参加すること。

※マーチングバンドとして加盟をしていれば、カラーガード単独としての加盟登録を必要無しとする。

（２）支部または一般社団法人日本マーチングバンド協会より推薦されていること。 

◆出場決定までの流れ

・出場希望団体は、所属している都道府県組織に出場希望申請書を提出する。

※東北支部・関西支部・中国支部のみ提出。

提出締切 ２０２３年１１月２日（木）必着 

・所属している支部組織に推薦される。

次の支部については、下記の大会に出場し推薦される。

九州支部： ６月１１日 第７回カラーガード全国大会九州予選 

関東支部： ７月 ９日 関東カラーガードコンテスト２０２３※ 

北海道支部： ９月１８日 第４０回北海道マーチングフェスティバル 

東海支部：１０月２９日 第４９回マーチングバンド東海大会※ 

北陸支部：１０月２９日 第３５回マーチングバンド北陸大会 

四国支部：１０月２９日 第５１回マーチングバンド・カラーガード全国大会四国予選 

沖縄支部：１１月 ５日 第３６回マーチング＆バトン in オキナワ２０２３ 

※関東支部・東海支部については、大会に出場の上、出場希望申請書を提出する。

・参加団体は、大会実行委員会が選考し決定する。

・参加団体には、２０２３年１１月２２日（水）までに通知する。

（３）構成メンバーは年間でその団体に所属している事。（短期メンバー補強は不可） 

（４）下記の参加手続きをそれぞれ期限内に終えていること。 

提出期限 ２０２３年１２月１１日（月）まで 

参加手続き内容 

① 参加申込書の提出

② 団体参加費の納入…1団体につき 10,000円を納入する。

③ 個人参加費の納入…構成メンバー及び登録引率者は１名につき 1,100円を納入する。

※個人参加費納入者には、プログラム・参加章を渡し、傷害保険に加入する。

④ 参加申込データの提出

・構成メンバー登録…当日の構成メンバー数は登録人数以内であること。

※構成メンバーとは、当日演技フロアーに入場し演奏演技及び指揮を行う者とする。

※フロアーに入場できる人数は登録人数以内とするが、メンバーの変更は認める。

・音楽著作権使用許諾に関する確認

・特殊効果申請

・プログラム掲載事項
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（ＣＧ） 

・その他大会実行委員会が指定した書類の提出

（上記期限までに参加手続きを終えていない場合は「６．罰則（３）注意又は警告」に該当する） 

２．各部の構成 

★ジュニアの部（中学生以下）★

（１）単一加盟団体の構成 

（２）複数加盟団体の合同構成 

※人数の制限は設けない

★高等学校の部★

（１）単一加盟団体の高等学校団体 

（２）同一学校法人内の高等学校及び中学校による合同構成 

（３）複数の公立高等学校による合同構成（公立高等学校の統廃合に伴う移行期間中） 

※上記のような特殊事情がある場合に限り、合同による出場を認める

※人数の制限は設けない

★一般の部★

（１）単一加盟団体による構成。但し、未就学児は除く。 

※人数の制限は設けない

３．演技 

（１）演技フロアーは別記の通りとする。（演技フロアー図参照） 

※正面演技ラインより前方側の使用は禁止する。

（２）演技フロアーへの入場は構成メンバー、登録引率者及び搬入搬出補助員のみとする。 

※搬入・搬出時の登録引率者及び搬入搬出補助員等の演技フロアーへの入場については「５．搬

入・搬出」を参照のこと。

（注）入場にかかる時間は安全を最優先し最大１分１５秒を目安にセットアップ完了する。

退場に関しても次の団体が速やかにセットアップできるように協力する。 

（３）演技時間 

★ジュニアの部★

①演技時間は 4分 30秒以内とする。

②前の団体が退場開始後、係員の指示で入場し準備を行う。

★高等学校の部・一般の部★

①演技時間は 5分 30秒以内とする。

②前の団体が退場開始後、係員の指示で入場し準備を行う。

（４）計時合図 

計時合図…登録引率者より選出された担当者 1名 

計時とは、演技開始の「スタート」の合図から「ストップ」の合図を行ったまでとする。 
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（ＣＧ） 

入場開始から 30秒間は演技を開始することができない 

また、計時開始合図前に演技が開始された場合は計時を開始する。同様に計時終了合図後に演

技が継続されていた場合は計時を続行する。 

（５）手具について 

演技に使用する手具として、フラッグ、ライフル、セーバーのいずれかの使用を義務づける。 

（６）その他 

楽器等での演奏は不可とする。 

４．手具・器物・特殊効果関連 

「手  具」とは… 

演技者個人が容易に携帯でき、自らが用いる小道具類を手具とする。 

「器  物」とは… 

手具類・ユニフォーム類のどれにも属さず、演技者以外の物を総称して器物とする。 

「特殊効果」とは… 

フラッシュ・ストロボ・各種ライト類（ケミカル類含）等の光の効果を用いたもの全てを特殊効果

とする。 

（１）演技フロアーに搬入する器物については、次に示す規格以内の大きさとする。 

※規 格：１ｍ８０ｃｍ × １ｍ２０ｃｍ × １ｍ５０ｃｍ以内の立体

但し、規格内の大きさであっても、１ｍ２０ｃｍを越える高さで演奏演技することは禁止する。 

①器物を重ねたり密着したりして並べる場合は、その状態が規格内の大きさであること。 

②フロアーに敷く布は器物であるが制限を設けない。 

（２）特殊効果は使用方法・数量等の詳しい説明書を事前に大会審査委員長に提出すること。 

①化学反応で発光するケミカルライト類はその安全性が製造メーカーによって保証されているも

ののみ使用できる。 

②乾電池以外の電源の使用は禁止する。 

③火気・ガス類・液体類及び固形燃料類は使用を禁止する。 

④乗り物（自転車・バイク・ローラースケート・スケートボード等）、ドローン等リモコンで操

作されるもの、動物は不可。 

（３）国旗等の使用は敬意を損なわぬよう最大限に注意をすること。尚、フラッグ等に用いる場合は原

形での使用を禁止する。 

（４）スパンコールやビーズ等衣装の付属品は、他の団体の演技の妨げとならないようにすること。 

※会場の仕様やフロアー施工方法の理由により、リノリウムの継ぎ目には数ミリの隙間があります。

プロップや楽器運搬台にキャスター（車輪）を使用する場合、本体の大きさや重量に合った径をご

使用ください。小さい径のキャスターはご使用をお控えください。器物をご使用になる場合、必ず

転倒や落下防止等の安全対策を施した上でご使用ください。
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５．搬入・搬出 

（１）手具・器物の搬入搬出は安全かつ迅速に行うこと。また責任を持って搬入搬出をすること。尚､

ここでいう搬入搬出とは演技フロアーへの入退場だけのことではなく、会場への入場から退場ま

での全行程のことを指す。 

（２）全参加団体は、登録引率者および搬入搬出補助員を登録することができる。 

「登録引率者」とは ····· 会場到着時から会場退出時までの全行程を引率する責任者をいう。 

１団体５名まで登録することができる。 

「搬入搬出補助員」とは… 器物の搬入搬出の補助のみを目的としたスタッフをいう。 

１団体１０名まで登録することができる。 

※搬入搬出補助員が、客席にて観覧をする場合、入場券を購入しなければならない。

（３）登録引率者及び搬入搬出補助員は、入退場時の搬入補助を行うことができる。演技中は、フロア

ー正面に設ける席にて待機。演技時間内の補助は禁止とするが、演技中にトラブルが発生した場

合は「７.演技中に発生した事故について」を参照。演技終了後は、搬出補助を迅速に行う。 

６．罰  則 

（１）違反失格 

①実施規定「２.部門」に反した場合 

（２）減点 

違反１回につき得点から１点減点 

①実施規定「３．演技」に反した場合 

※タイムオーバーについては、５秒以上超過した場合１点減点とし、以後５秒毎に１点減点す

る。なお、事故発生によるタイムオーバーの場合は適用しない。 

②実施規定「４．手具・器物・特殊効果関連」に反した場合。 

（３）注意又は警告 

①大会実行委員会が設けた規定、指示に従わなかった場合。 

②他の参加団体に迷惑となる行為のあった場合 

③非社会的な行為、大会主旨に反する行為のあった場合 

上記に該当した団体は、実行委員会が警告書を発送する。 

※２回連続警告を受けた団体は、次回大会に出場する資格を失うこともある。

※具体的な警告例 ・期限までに参加手続きを終えていない団体

・入場から演技開始までに、約１分１５秒以上要した団体。

・計時終了後、約１分以内でフロアーから退出できなかった団体。

・会場を著しく破損や汚損をした団体

・適切なゴミ処理ができなかった団体。
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（ＣＧ） 

７．演技中に発生した事故対応について 

（１）落下物撤去について 

演技演奏中の不慮の落下物について、演技者に危険がおよび自ら撤去できない場合は、登録引率

者及び搬入搬出補助員がフロアーに入って撤去することができる。 

 

（２）衝突・転倒などによる演技者の不慮の事故 

演技中にプロップや他の演技者への衝突、転倒などにより被害が拡大しそうな状況、また演技者

が重篤な状態に陥った場合には、登録引率者及び搬入搬出補助がフロアーに入ることができる。

危険を回避するための行動による演技の乱れは審査に影響しないものとする。それより先に係員

が救助に入る際は、演技の誤判断を避けるために参加団体側への確認が必要とされる。 

また、これ以上演技を続けた場合に危険が生じると判断された場合には、実行委員会の判断で演

技の中断を連絡することができる。その場合の演技続行に関しては、実行委員会と審査委員会の

協議により判断される。 

 

（３）演技の中断・再演技 

実行委員会の判断による中断、または自然災害による中断以外は、原則として再演技は認められ

ない。 

 

（４）設置ミスによる指示 

登録引率者及び搬入搬出補助員は器物の設置後、正しい位置に設置できたかを確認することがで

きる。万が一、設置場所などに誤りがあった場合には、事故を防止する観点から演技開始前にフ

ロアーに入って指示できる。 

但し、あくまでも許容されるセッティング時間内で指示をすること。また演技開始後の補助は認

めない。 

 

（５）その他 

この安全対策はあくまでも演技者の安全を図るために配慮したものであり、演技の完成度を補完

するものではない。入場、セッティングから退場までの安全を最優先に考えていただきたい。 

安全策の為に待機する登録引率者及び搬入搬出補助員の待機場所については、通常のままとし、

特例は認めない。 
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（ＣＧ） 

８．その他 

（１）大会参加に要する経費は参加団体の負担とする。また、大会中止や会場での大会実施がなくなっ

た場合、協会は係る経費について補償しない。 

（２）納入された参加費は返却しない。 

（３）出演順は、実行委員会にて決定する。 

（４）演技用音源について 

使用音源ＣＤを２枚準備する。1トラックに収録したもの。（原盤不可） 

その内１枚を、２０２４年１月１０日（水）必着にて事務局まで発送する。 

ＣＤ受領後、事務局にてハードディスクに収録し、当日はその音源を使用する。 

なお、念のためバックアップとして、もう１枚の音源ＣＤを持参し、当日万が一の音響不具合に

備える。 

（５）本規定の主旨を変更することなく、実行委員会において字句の加除訂正を行うことができる。 
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審査要領                                                                                                                     

カラーガード 審査規定 

１．審査委員長・審査員・審判員 

 （１）審査委員長 

①審査委員長は１名とし、審査全般の最終確認を行うとともに審査審判を円滑に遂行する。 

②審査委員長は審判より報告を受け違反について最終判定を行う。 

 （２）審査員 

    ①審査員は５名とし、下記の内容をキャプションごとに審査する。 

 ア、General Effect 全体効果 

（Repertoire Effect /作品の効果・Performance Effect /演技者の表現による効果） ２名 

 イ、Design Analysis デザイン分析 

（Composition /構成・Excellence /理解度と達成度）   １名 

 ウ、Equipment 手具の技術 

（Vocabulary /表現方法・Excellence /理解度と達成度） １名 

エ、Movement ムーブメントの技術 

（Vocabulary /表現方法・Excellence /理解度と達成度） １名 

②リアルタイム審査を実施する。 

 （３）審判員 

    ①審判員は２名とする。 

    ②審判員は審査委員長の補佐をする。 

    ③審判員は下記の内容を審判する。 

ア．人数・入退場・計時・手具の使用・器物 １名 

イ．入退場・計時・手具の使用・器物    １名 

④審判員は違反と判断した場合、審査委員長に報告協議する。 
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２．集計・表彰 

 （１）集 計 

①各審査員は上記１の(２)に基づき２つの項目をそれぞれ１００点法で採点し２００点満点で採点

する。 

②各審査員の評点を２で割り１００点満点に換算したものを合計して平均点を算出する。 

③平均点から罰則に課せられた減点を差し引いたものを、各団体の得点とする。 

 

（２）表 彰 

    ★ジュニアの部（中学生以下）★ 

①全出場団体に金賞・銀賞・銅賞を授与する。 

      金賞3：銀賞3：銅賞3の相対評価とし、銅賞該当団体の内、成績点が70点以上の場合は銀賞

とする｡ 

    ②１位の団体に最優秀賞を授与する。 

 

★高等学校の部★ 

①全出場団体に金賞・銀賞・銅賞を授与する。 

金賞3：銀賞3：銅賞3の相対評価とし、銅賞該当団体の内、成績点が90点以上の場合は銀賞

とする｡ 

    ②１位の団体に最優秀賞を授与する。 

 

★一般の部★ 

①全出場団体に金賞・銀賞・銅賞を授与する。 

金賞3：銀賞3：銅賞3の相対評価とし、銅賞該当団体の内、成績点が90点以上の場合は銀賞

とする｡ 

    ②１位の団体に最優秀賞を授与する。 

 

（３）その他 

① 大会終了後審査部より参加団体に渡す物は、その団体の審査員全員のコメント CD、審査用紙、

参加編成の集計一覧表とする。 

② 参加編成の集計一覧表は参加団体へ資料として配布する物で一般に情報公開する物ではない。 

 

３．審査用紙 ※後日、別途HPに掲載。 

 各審査用紙の1面には審査項目（キャプション）とそのキーワード及び、段階（BOX）の詳細を記載し、２

面には審査基準（クライテリア）の詳細を記載。  
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（ＭＰ） 

マーチングパーカッションフェスティバル実施規定 

１．参加資格 

（１）一般社団法人日本マーチングバンド協会に団体加盟登録していること。 

※大会参加は加盟登録名で参加すること。 

◆出場決定までの流れ 

・出場希望団体は、直接、本部事務局に出場希望申請書を提出する。 

提出締切 ２０２３年１１月１５日（水）必着 

・参加団体は、大会実行委員会が選考し決定する。 

・参加団体には、２０２３年１１月２２日（水）までに通知する。 

（２）構成メンバーは年間でその団体に所属している事。（短期メンバー補強は不可） 

（３）下記の参加手続きをそれぞれ期限内に終えていること。 

提出期限 

２０２３年１２月１１日（月）まで 

参加手続き内容 

①参加申込書の提出 

②団体参加費の納入…1団体につき 10,000円を納入する。 

③個人参加費の納入…構成メンバー及び登録引率者は１名につき 1,100円を納入する。 

※個人参加費納入者には、プログラム・参加章を渡し、傷害保険に加入する。 

④参加申込データの提出 

・構成メンバー登録…当日の構成メンバー数は登録人数以内であること。 

※構成メンバーとは、当日演技フロアーに入場し演奏演技及び指揮を行う者とする。 

※フロアーに入場できる人数は登録人数以内とするが、メンバーの変更は認める。 

・音楽著作権使用許諾に関する確認 

・特殊効果申請 

・プログラム掲載事項 

・その他大会実行委員会が指定した書類の提出 
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（ＭＰ） 

２．各部の構成 

★ジュニアの部（中学生以下）★ 

（１）単一加盟団体の構成 

（２）複数加盟団体の合同構成 

 ※人数の制限は設けない 

★高等学校の部★ 

（１）単一加盟団体の高等学校団体 

（２）同一学校法人内の高等学校、及び中学校による合同構成 

（３）複数の公立高等学校による合同構成（公立高等学校の統廃合に伴う移行期間中） 

※上記のような特殊事情がある場合に限り、合同による出場を認める 

※人数の制限は設けない 

★一般の部★ 

（１）単一加盟団体の構成。但し、未就学児は除く 

 ※人数の制限は設けない 

 

３．演奏演技 

（１）演技フロアーは別記の通りとする。（演技フロアー図参照） 

※正面演技ラインより前方側の使用は禁止する。 

（２）演技フロアーへの入場は構成メンバー、登録引率者及び搬入搬出補助員のみとする。 

※搬入・搬出時の登録引率者及び搬入搬出補助員等の演技フロアーへの入場については「５．搬

入・搬出」を参照のこと。 

（注）入場にかかる時間は安全を最優先し最大１分１５秒を目安にセットアップ完了する。 

退場に関しても次の団体が速やかにセットアップできるように協力する。 

（３）演奏演技時間 

★ジュニアの部★ 

①演奏演技時間は 4分 30秒以内とする。 

②前の団体が退場開始後、係員の指示で入場し演奏準備を行う。 

③演技開始の旗を振り下ろす前に、演奏する事は厳禁とする。 

★高等学校の部・一般の部★ 

①演奏演技時間は 5分 30秒以内とする。 

②前の団体が退場開始後、係員の指示で入場し演奏準備を行う。 

③演技開始の旗を振り下ろす前に、演奏する事は厳禁とする。 

 

 

 

一般社団法人日本マーチングバンド協会

-13-



（ＭＰ） 

（４）計時合図 

計時合図…登録引率者より選出された担当者 1名 

計時とは、演奏演技開始の合図として旗を振り下ろした時点から、終了の合図として再度旗を振

り下ろした時点までとする｡ 

入場開始から 30秒間は演技を開始することができない 

また、計時開始合図前に演奏演技が開始された場合は計時を開始する。同様に計時終了合図後に

演奏演技が継続されていた場合は計時を続行する。 

（５）使用楽器について 

演奏で使用できる楽器は、打楽器及び電源を使用する楽器・機器とする。 

使用の際、下記注意事項を厳守する事。 

①入場セッティング〜演奏演技終了後退場までを指定時間以内にできる範囲にする。 

②入退場を含め、危険の及ぶ行為は厳禁とする。 

③入場待機、及び入場後演奏演技前の音出しは不可とする。 

※チューニングルーム使用時間内での音出しは可能。 

※電源を使用する楽器・機器のみ入場後、演奏演技開始前の音出し確認のみ可とする。 

④万が一使用楽器に不具合が生じた場合、大会実行委員会は一切の責任を負わないものとする。 

⑤電源は事前申請のあった団体のみ使用許可をし、使用の際は大会実行委員会が準備する延長コ

ードを使用する事。（延長コード使用可能エリアは演技フロアー図参照） 

（６）音響 

①会場設備の音響を使用する団体は、登録引率者の１名が当日音響ブースにて、「スタート」及

び「ストップ」の合図を行う。 

※団体持参のＰＡ（音響機器）で自ら音源の操作をする場合は上記の必要なし 

※当日は事前送付された音源をハードディスク収録したものを使う…９.その他-（４)参照 

②音源はＣＤのみとする。 
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（ＭＰ） 

４．手具・器物・特殊効果関連 

「手  具」とは… 

演奏演技者個人が容易に携帯でき、自らが用いる小道具類を手具とする。 

「器  物」とは… 

楽器・手具類・ユニフォーム類のどれにも属さず、演奏演技者以外の物を総称して器物とする。な

お、楽器や楽器運搬台に装飾を施した場合は器物とみなす。 

「特殊効果」とは… 

フラッシュ・ストロボ・各種ライト類（ケミカル類含）等の光の効果を用いたもの及びサイレンを

特殊効果とする。 

（１）演技フロアーに搬入する器物については、次に示す規格以内の大きさとする。 

※規 格：１ｍ８０ｃｍ × １ｍ２０ｃｍ × １ｍ５０ｃｍ以内の立体 

但し、規格内の大きさであっても、１ｍ２０ｃｍを越える高さで演奏演技することは禁止する。 

①器物を重ねたり密着したりして並べる場合は、その状態が規格内の大きさであること。 

②フロアーに敷く布は器物であるが制限を設けない。 

（２）特殊効果は使用方法・数量等の詳しい説明書を事前に大会審査委員長に提出すること。 

①化学反応で発光するケミカルライト類はその安全性が製造メーカーによって保証されているも

ののみ使用できる。 

②乾電池以外の電源の使用は禁止する。 

③火気・ガス類・液体類及び固形燃料類は使用を禁止する。 

④乗り物（自転車・バイク・ローラースケート・スケートボード等）、ドローン等リモコンで操

作されるもの、動物は不可。 

（３）国旗等の使用は敬意を損なわぬよう最大限に注意をすること。尚、フラッグ等に用いる場合は原

形での使用を禁止する。 

（４）スパンコールやビーズ等衣装の付属品は、他の団体の演技の妨げとならないようにすること。 

（５）事前に申請のあった場合のみ電源使用を許可する。但し、100V×15A以内の容量とする。また、

電源にかかわる機材は各団体で持参すること。 

 

※会場の仕様やフロアー施工方法の理由により、リノリウムの継ぎ目には数ミリの隙間があります。

プロップや楽器運搬台にキャスター（車輪）を使用する場合、本体の大きさや重量に合った径をご

使用ください。小さい径のキャスターはご使用をお控えください。器物をご使用になる場合、必ず

転倒や落下防止等の安全対策を施した上でご使用ください。 
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（ＭＰ） 

５．搬入・搬出 

（１）楽器・手具・器物の搬入搬出は安全かつ迅速に行うこと。また責任を持って搬入搬出をするこ

と。尚､ここでいう搬入搬出とは演技フロアーへの入退場だけのことではなく、会場への入場か

ら退場までの全行程のことを指す。 

（２）全参加団体は、登録引率者および搬入搬出補助員を登録することができる。 

「登録引率者」とは ····· 会場到着時から会場退出時までの全行程を引率する責任者をいう。 

１団体５名まで登録することができる。 

「搬入搬出補助員」とは…  楽器・器物の搬入搬出の補助のみを目的としたスタッフをいう。 

１団体１０名まで登録することができる。 

※搬入搬出補助員が、客席にて観覧をする場合、入場券を購入しなければならない。 

（３）登録引率者及び搬入搬出補助員は、入退場時の搬入搬出補助を行うことができる。演奏演技中

は、フロアー正面に設ける席にて待機。演奏演技時間内の補助は禁止とするが、演技中にトラブ

ルが発生した場合は、「８.演技中に発生した事故について」を参照。演奏演技終了後は、搬出補

助を迅速に行う。 

 

６．注 意 

（１）大会実行委員会が設けた規定、指示に従わなかった場合。 

（２）他の参加団体に迷惑となる行為のあった場合 

（３）非社会的な行為、大会主旨に反する行為のあった場合 

上記に該当した団体は、実行委員会が注意をする。 

 

７．講評及び表彰 

（１）講評者は若干名とする。 

（２）特別賞を授与する。 
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（ＭＰ） 

８．演技中に発生した事故対応について 

（１）落下物撤去 

演奏演技中の不慮の落下物について、演技者に危険がおよび自ら撤去できない場合は、登録引率

者もしくは搬入搬出補助員がフロアーに入って撤去することができる。 

 

（２）衝突・転倒などによる演技者の不慮の事故 

演奏演技中に器物や他の演技者への衝突、転倒などにより被害が拡大しそうな状況、また演技者

が重篤な状態に陥った場合には、登録引率者もしくは搬入搬出補助員がフロアーに入ることがで

きる。危険を回避するための行動による演奏演技の乱れは審査に影響しないものとする。それよ

り先に係員が救助に入る際は、演奏演技の誤判断を避けるために参加団体側への確認が必要とさ

れる。 

また、これ以上演奏演技を続け危険が生じると判断された場合には、実行委員会の判断で演技の

中断を連絡することができる。その場合の演奏演技再開に関しては、実行委員会と審査委員会の

協議により判断される。 

 

（３）演奏演技の中断・再演技 

実行委員会の判断による中断、または自然災害による中断以外は、原則として再演技は認められ

ない。 

 

（４）設置ミスによる指示 

登録引率者及び搬入搬出補助員は楽器・器物の設置後、正しい位置に設置できたかを確認するこ

とができる。万が一、設置場所などに誤りがあった場合には、事故を防止する観点から演奏演技

開始前にフロアーに入って指示ができる。 

但し、演奏演技開始後の補助は認めない。 

 

（５）その他 

この安全対策はあくまでも演技者の安全を図るために配慮したものであり、演奏演技の完成度を

補完するものではない。入場、セッティングから退場までの安全を最優先に考えていただきた

い。 

安全策の為に待機する登録引率者及び搬入搬出補助員の待機場所については、通常のままとし、

特例は認めない。 
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（ＭＰ） 

９．その他 

（１）大会参加に要する経費は参加団体の負担とする。また、大会中止や会場での大会実施がなくなっ

た場合、協会は係る経費について補償しない。 

（２）納入された参加費は返却しない。 

（３）出演順は、実行委員会にて決定する。 

（４）演技用音源について 

使用音源ＣＤを２枚準備する。1トラックに収録したもの。（原盤不可） 

その内１枚を、２０２３年１月１０日（火）必着にて事務局まで発送する。 

ＣＤ受領後、事務局にてハードディスクに収録し、当日はその音源を使用する。 

なお、念のためバックアップとして、もう１枚の音源ＣＤを持参し、当日万が一の音響不具合に

備える。 

（５）参加団体数が少ない場合、開催されない場合もある。 

（６）本規定の主旨を変更することなく、実行委員会において字句の加除訂正を行うことができる。 
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注意事項 

 

■ 写真およびＤＶＤ撮影販売及び二次使用について 

 ・写真およびＤＶＤの著作権は、一般社団法人日本マーチングバンド協会に帰属する。 

 ・写真およびＤＶＤの撮影販売は、当協会指定業者が行う。 

 ・二次使用については、該当団体の承諾のもと使用することとする。 

 

■ 参加団体用記録席について 

 ・詳細が決まり次第、参加団体へ連絡する。 

 

■ 傷害保険について 

 ・当協会にて、出演者・係員を対象に傷害保険に加入する。 

 ・補償内容は「大会当日の会場到着時から会場出発時まで」とする。会場までの移動や宿泊中の傷害保険に

ついては、各団体が任意でご加入ください。 

 

 

 

 

入場券販売 

 

■ 入場料金・一般販売  詳細が決定次第、当協会ホームページ（https://www.japan-mba.org/）に掲載 

 

■ 参加団体への販売   参加団体に案内 
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 緊急対策 
 

１． 目 的 

カラーガード・マーチングパーカッション全国大会における会場管理の安全を期し、以て不測の事態に

よる人的災害を最小限に軽減するために以下の緊急時対策をとる。 

２． 予防体制 

（１）各担当者は、それぞれのポジション内の整理については、特に注意し、不必要なものは置かないよう

にする。 

（２）入場開始１時間前に、役員及び係員全員で、消防器所在などの会場内事情を確認するとともに不審物、

危険物の有無の点検を徹底的に行う。多少でも疑わしきものがあった場合には、大会本部に各担当責

任者を通じ連絡すること。 

（３）開会３０分前に再度確認する。 

３．緊急事態発生の場合 

（１）火災発生の場合 

①火災発生の発見者は、直ちに初期消火体制をとるとともに、臨席の消防官・警察官に通報、また、各

担当責任者に連絡すること。 

②各担当責任者は、大会本部に通報し、大会本部は消防署に通報する。 

③臨席の消防官または警察官の指示は、各担当者が受け本部に連絡する。 

④初期消火については、会場内所定の消火器の操作要領を、各担当責任者が関係係員に確認しておくこ

と。 

⑤来場者の避難誘導については、大会本部からの連絡（放送）により、来場者を混乱させることなく、

あらかじめ定めた通路を使って誘導を行う。 

（２）地震の場合 

①来場者に対して、まず冷静に対処することを放送・ハンドマイクなどで呼びかけ、本部の状況判断を

待ち、避難を要する場合は各出入口を使って館外に誘導を行う。 

誘導にあたっては、各担当責任者、臨席の消防官・警察官の指示を受ける。 

（３）けが人・病人発生の場合 

①けが人・病人が発生した場合には、各担当者を通じて大会本部に通報し、その指示を受け、救護係員

の到着を待つこと。 

②各担当者は本部に通報する。 

③大会本部は、救護班に待機場所を通報し、必要がある場合は、大会本部より救急車の出動を要請する。 

④救護所は、医務室に設置する。 

一般社団法人日本マーチングバンド協会
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第７回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会 

出 場 希 望 申 請 書 

 

 

一般社団法人日本マーチングバンド協会 

        大会実行委員長  殿 
 

 

  『第７回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会』開催につき、下記の通り参加申

請いたします。 

 
－ 記 － 

 

２０２３年   月   日 
 

団 体 名 

※必ず加盟登録名でご

記入下さい。 

会員№            

学校長氏名 

(団体代表者) 

 

団体責任者名 

 

※いずれかを○で囲んで下さい 

 カラーガードコンテスト 

 

 マーチングパーカッションフェスティバル 

※いずれかを○で囲んで下さい  ジュニアの部  ／   高等学校の部  ／   一般の部 

参加予定者数 （       ）名  

※記入もれのないようお願いいたします。 

※ご提出いただきました各団体の情報は、一般社団法人日本マーチングバンド協会で責任

を持って保管・管理を行い、使用後は全部処分いたしますことをご了承いただき、ご提

出をお願いいたします。 

一般社団法人日本マーチングバンド協会
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